
大口町告示第１１３号 

 

 社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業費補助金交

付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

  平成２８年９月３０日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



   社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業 

費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

 社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業費補助金交

付要綱（平成１７年大口町告示第１２４号）の一部を次のように改正する。 

            「 

 

「 

 

 

別表中               を               に、 

 

 

                  」 

 

                                  」 

        「 

 

「 

 

 

 

 

              」 

 

                              」 

２６年４月１日」を「、平成２６年４月１日又は平成２７年４月１日」に改め、同表に次のように

加える。 

・通所介護 

・介護予防通所介護 

・認知症対応型通所介護 

・介護予防認知症対応型 

 通所介護 

 

・通所介護 

・地域密着型通所介護 

・認知症対応型通所介護 

・介護予防通所介護 

・介護予防認知症対応型 

通所介護 

・第１号通所事業のうち 

介護予防通所介護に相 

当する事業（自己負担 

割合が保険給付と同様 

のものに限る。） 

 

・訪問介護 

・定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・介護予防訪問介護 

 

・訪問介護 

・定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・介護予防訪問介護 

・第１号訪問事業のうち 

介護予防訪問介護に相 

当する事業（自己負担 

割合が保険給付と同様 

のものに限る。） 

 

                     を                       に、「又は平成 
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※４  短期入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護 

福祉施設サービス又は介護予防短期入所者生活介護に係る食費及び居住費 

（滞在費）については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又 

は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。         

   附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者等

に対する利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱の規定は、平成２８年４月１日

から適用する。 
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